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Liveable Well-Being City指標とは？

Well-Being とは？

身体的･精神的･社会的に良好な状態にあること

【参考資料】 well-being.nikkei.com
地方経済総合研究所HP、浜松市HP
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近年、一人ひとりの｢幸福感(=ウェルビーイング)｣を高めることを目指す動きが
注目されています。国や企業による人々のウェルビーイング向上に向けた取組みが
充実し、経済的な豊かさだけを求める価値観に変化が生じています。
政府が進める｢デジタル田園都市構想｣における新たな概念としても取入れられ
住民のウェルビーイングを高めるまちづくりはますます進展していきそうです。

国内総充実（Gross Domestic Well-being､略称GDW）とは、
既存のGDP(国内総生産)では捉えきれていない、社会に生きる
一人ひとりのウェルビーイングを測定するための指標です。
従来の｢幸福度｣や｢生活満足度｣という単一指標では捉えることの
難しかった、文化的な多様性も考慮した多面的な指標です。

GDPは量的拡大を目指し、物質的な豊かさを測る指標であった
のに対して、GDWは質的向上をねらい、実感できる豊かさを
測定する指標であるというのが大きな違いです。

よりよい社会をデザインしていくために
Well-Beingの概念･新指標が ポストSDGsのメインアジェンダに

市民の幸福感暮らしやすさ

Liveable Well-Being City指標(LWC指標)についてデジタル庁が
各地域のデータを公開し、自治体に活用を促しています。

浜松市は他都市に先駆けてウェルビーイング指標を導入し、
都市の分析を始めています。そして、磐田市でも独自の指標を
策定するため、静岡産業大学と研究を始めることになりました。

同じ県内でも地域ごとに幸福を与える要因に大きな違いがあり
ウェルビーイングの詳細な測定を各地域で実施していくことで
その地域の課題に対して効果的な施策立案の推進が期待できます。

LWC指標を活用すると、地域とのつながりが強く、

また環境共生に関する活動も活発なため自然環境

との共存意識も高いこと等が確認できる。

「暮らしやすさ｣の客観指標では、環境共生の値が

高い一方、事故･犯罪や､移動･交通の値が低い状況。

LWC指標と市民満足度調査の結果も踏まえ、複数の

施策について検討がされている。

数値化・可視化

浜松市のLWC指標の活用例

浜松市民の幸福度は、全地域において全国対比での

偏差値が51.5以上と高く、平均を下回る地域は無い。

全体として市民が幸福感を感じられるまちと言えそう。

暮らしの満足度は、全域で全国平均並みか､やや低い。

特に幸福度が高かった天竜区と南区について、暮らしの

満足度が全国平均を下回る事は特徴的といえる。
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 平日9時～16時受付

要予約

毎月第３土曜

【浜松会場】

税理士法人タックスサポート掛川支社内

毎月開催中！ 無料

浜松市中区元城町216-11
鴻池元城ビル3階

2023年

≪予約電話番号≫

【出張会場】

毎月第３日曜
毎月第３火曜

【掛川会場】

掛川市弥生町234
JA掛川市やよい支所内会議室

2023年

7月 15 日 (土)

7月 16日(日)･18日(火)

一般社団法人

しずおか民事信託推進協会

主

催

☑ 相続 ☑ 遺言 ☑ 民事信託

≪予約電話番号≫

7月 24 日 (月)2023年

相続に関するご相談を､完全予約制にて毎月開催しています

9:00~17:00

053-454-3723

※1時間単位の予約制

浜松市武道館
浜松市中区西浅田二丁目3-1

場 

所

時 

間

浜松市武道館

｢相続の『期限』に注意、登記や分割協議早めの対応を」との記事が

新聞に掲載されました。記事では相続発生時の手続きとして、

① 相続税の申告と納税、② 遺産分割協議、③ 相続登記 があげられていました。各手続きの期限は

下の表のとおりですが、特に③の相続登記は2024年4月1日からできたルールですので注意が必要です。

しずおかＦＰサービス column

（2023年6月5日 日本経済新聞電子版）

期 限 起 点

① 相続税 10ヵ月以内 被相続人死亡を知った日の翌日

② 遺産分割協議 10年以内 被相続人死亡時

③ 相続登記
(2024年4月から)

３年以内 相続開始と不動産取得を知った日

手続きと期限の一覧 相続税の申告、納税が期限内に行えない

場合は加算税や延滞税が課されることが

ありますし、相続登記の義務を果たさない

場合は過料の対象となってしまいます。

また、遺産分割協議は相続放棄や相続税

のことをふまえると早めに完了するのが

よいでしょう。

今年も7/1～7/7まで、全国安全週間が実施されます。今年のスローガンは、

「高める意識と安全行動 築こうみんなのゼロ災職場」です。

コロナ禍においては皆さん大変なご苦労があったかと思いますが、様々な面で

ご協力をいただきありがとうございました。コロナ禍における就業形態の変化に伴い、

労働災害にも多様化が見られます。これからの季節、特に重要となる熱中症予防

対策をはじめ、日々の作業においても仲間の変化を見逃ない「気づき」を大切に、

ビジネスパートナー･社員が一丸となってゼロ災職場を築いてまいります。
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